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次のとおり一般競争入札に付します。 

広島市長 松 井 一 實 

１ 調達内容 

⑴ 購入等件名及び数量

高規格救急自動車 ９台

⑵ 調達件名の特質等

入札説明書及び仕様書による。

⑶ 納入期限

令和５年１２月２８日

⑷ 納入場所

広島市消防局施設課

⑸ 入札方法

ア 入札金額は、総価を記載すること。 

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる

ものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑹ 入札区分

本件は、広島市電子入札システム（以下「電子入札システム」

という。）を利用して行う電子入札対象案件である。ただし、電

子入札システムにより難い場合は、入札説明書に定めるところ

により、所定の入札書の持参又は郵送（配達証明付書留郵便）

により入札することができる。 

なお、電子入札システムに関する手続については、広島市電

子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従う

ものとし、これらに反する入札は無効とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以下

「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であること。 

⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の

売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサル

ティングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類

「物品の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「０４－０１ 

自動車」に登録されている者であること。 

  なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入

札に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記

載の上、添付書類を添えて提出すること。詳細は、入札説明書

による。 

⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営

業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格

の取消しを受けていないこと。 

⑸ 次に掲げる事項を証明した者であること。

  ア 納入しようとする物品が、入札説明書及び仕様書に定める特

質等を有すること。 

  イ 本市が必要とする物品を確実に納入できること。 

  ウ 納入しようとする物品に係る迅速なアフターサービス及び

メンテナンスを本市の求めに応じて提供できること。 

  エ 納入しようとする物品が入札説明書及び仕様書に示した銘

柄以外であるときは、当該物品が例示物品と同等以上の機能及

び性能を有すること。 

⑹ その他は、入札説明書による。

３ 契約条項を示す場所等 

⑴ 契約条項を示す場所

広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）の

トップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報

公開システム」の「一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・見
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積り情報」→「物品 一般競争入札［ＷＴＯ］」からダウンロー

ドできる。ただし、これにより難い場合（ダウンロードできない

場合の書類を含む。）は、次により交付する。 

  ア 交付期間 

    入札公告の日から令和５年６月２１日（水）までの日（広島

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 交付場所 

〒７３０－８５８６ 

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

広島市財政局契約部物品契約課 

電話 ０８２－５０４－２０８３（直通） 

 ⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

   広島市のホームページ（前記⑴に記載のとおり。）からダウン

ロードできる。ただし、これにより難い場合は、前記⑴ア及びイ

により交付する。 

 ⑶ 契約条項、入札書、入札説明書等に関する問合せ先 

   前記⑴イに同じ。 

 ⑷ 仕様書に関する問合せ先 

   〒７３０－００５１ 

   広島市中区大手町五丁目２０番１２号 

   広島市消防局施設課 

   電話 ０８２－５４６－３４３２（直通） 

 ⑸ 入札書の提出方法 

  ア 電子入札システムを使用した入札書の送信により提出する

こと。ただし、電子入札システムにより難い場合は、紙による

入札書の持参又は郵送（配達証明付書留郵便）によることがで

きる。 

  イ 入札書の提出期間等 

   (ア) 電子入札システムによる場合の提出期間 

    ａ 初度入札 

      令和５年６月２０日（火）の午前８時３０分から午後５

時１５分まで及び同月２１日（水）の午前８時３０分から

午後５時まで 

    ｂ 再度入札を実施する場合 

      令和５年６月２２日（木）の午後２時から午後５時１５

分まで及び同月２３日（金）の午前８時３０分から午前１

１時まで 

   (イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所  

    ａ 提出期間 前記(ア)に同じ。 

    ｂ 提出場所 前記⑴イに同じ。 

   (ウ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期限及び提

出先 

    ａ 提出期限 令和５年６月２１日（水）午後５時（必着） 

    ｂ 提出先  前記⑴イに同じ。 

 ⑹ 入札回数 

   入札回数は、２回限りとする。 

 ⑺ 開札の日時及び場所 

  ア 初度入札 

   (ア) 日時 令和５年６月２２日（木）午前１０時１５分 

   (イ) 場所 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

        広島市役所本庁舎１５階契約部入札室 

  イ 再度入札を実施する場合 

   (ア) 日時 令和５年６月２３日（金）午後１時１５分 

   (イ) 場所 前記ア(イ)に同じ。 

４ 落札者の決定 

  本件公告に示した調達物品を納入できると本市が判断した入札

者であって、規則第１５条及び第１６条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど

契約を締結しないときは、規則第２条の規定により競争入札参加

資格の取消しを行う。また、契約予定金額に対する入札保証金相

当額（５パーセント）の損害賠償金を請求する。 

 ⑶ 入札者に求められる義務 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事項

について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）を

令和５年６月８日（木）までに前記３⑴イの場所に提出しなけれ

ばならない。また、開札日の前日までの間において、本市から資

格確認申請書等に関し、説明を求められた場合、これに応じなけ

ればならない。詳細は、入札説明書による。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記２

⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置

を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなっ

た者がした入札 

  イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 

  エ 再度入札を実施する場合において、初度入札（無効となった

入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

  オ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札（外国事業

者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

  カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７

年広島市規則第１３２号）第７条第５項の規定に基づき入札書

を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時まで

に終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められ

なかったときにおける入札 

 ⑸ 契約保証金 

   要。ただし、規則第３１条第１号又は第３号に該当する場合は、

免除する。詳細は、入札説明書による。 

 ⑹ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑺ 広島市議会の議決 

   要 

 ⑻ 入札の中止等 

   本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システム
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 の障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、事故の発生等

により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談

合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行する

ことができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止

することがある。 

   また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより

入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止する

ことがある。 

 ⑼ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

   前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参

加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑽ その他 

   詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

   9 Ambulances (High standard ambulance) 

 ⑵ Delivery date: 

   By December 28, 2023 

 ⑶ Delivery place: 

   Facilities Division, Fire Services Bureau, 

   Hiroshima City Hall 

 ⑷ Time Limit for tender: 

   5:00 PM, Wednesday, June 21, 2023 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Commodities Contract Division, Contract Department, 

   Finance Bureau, The City of Hiroshima  

   6-34 Kokutaiji-machi 1-chome, Naka-ku,  

Hiroshima City 730-8586 Japan 

   TEL 082-504-2083 

 

           入 札 公 告 

 

                     令和５年５月１１日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

                  広島市長 松 井 一 實 

 

１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   １３ｍブーム付多目的消防ポンプ自動車 １台 

 ⑵ 調達件名の特質等 

入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 納入期限 

   令和６年３月３１日 

 ⑷ 納入場所 

   広島市消防局施設課 

 ⑸ 入札方法 

  ア 入札金額は、総価を記載すること。 

 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１

円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載すること。 

 ⑹ 入札区分 

   本件は、広島市電子入札システム（以下「電子入札システム」

という。）を利用して行う電子入札対象案件である。ただし、電

子入札システムにより難い場合は、入札説明書に定めるところに

より、所定の入札書の持参又は郵送（配達証明付書留郵便）によ

り入札することができる。 

   なお、電子入札システムに関する手続については、広島市電子

入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うも

のとし、これらに反する入札は無効とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以下

「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であること。 

⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の売

買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサルティ

ングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類「物品

の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「０４－０１ 自動車」

に登録されている者であること。 

なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入

札に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記

載の上、添付書類を添えて提出すること。詳細は、入札説明書

による。 

⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で 

あること。 

⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、 

営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資 

格の取消しを受けていないこと。 

⑸ 次に掲げる事項を証明した者であること。 

ア 納入しようとする物品が、入札説明書及び仕様書に定める特 

質等を有すること。 

イ 本市が必要とする物品を確実に納入できること。 

ウ 納入しようとする物品に係る迅速なアフターサービス及び

メンテナンスを本市の求めに応じて提供できること。 

エ 納入しようとする物品が入札説明書及び仕様書に示した銘

柄以外であるときは、当該物品が例示物品と同等以上の機能及

び性能を有すること。 

 ⑹ その他は、入札説明書による。 

３ 契約条項を示す場所等 

 ⑴ 契約条項を示す場所 

広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）のト

ップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開

システム」の「一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・見積り情

報」→「物品 一般競争入札［ＷＴＯ］」からダウンロードできる。

ただし、これにより難い場合（ダウンロードできない場合の書類を
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含む。）は、次により交付する。 

  ア 交付期間 

    入札公告の日から令和５年６月２１日（水）までの日（広島

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 交付場所 

    〒７３０－８５８６ 

    広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

    広島市財政局契約部物品契約課 

    電話 ０８２－５０４－２０８３（直通） 

 ⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

   広島市のホームページ（前記⑴に記載のとおり。）からダウン

ロードできる。ただし、これにより難い場合は、前記⑴ア及びイ

により交付する。 

 ⑶ 契約条項、入札書、入札説明書等に関する問合せ先 

   前記⑴イに同じ。 

 ⑷ 仕様書に関する問合せ先 

   〒７３０－００５１ 

   広島市中区大手町五丁目２０番１２号 

広島市消防局施設課 

電話 ０８２－５４６－３４３２（直通） 

⑸ 入札書の提出方法 

  ア 電子入札システムを使用した入札書の送信により提出する

こと。ただし、電子入札システムにより難い場合は、紙による

入札書の持参又は郵送（配達証明付書留郵便）によることがで

きる。 

  イ 入札書の提出期間等 

   (ア) 電子入札システムによる場合の提出期間 

    ａ 初度入札 

      令和５年６月２０日（火）の午前８時３０分から午後５

時１５分まで及び同月２１日（水）の午前８時３０分から

午後５時まで 

    ｂ 再度入札を実施する場合 

      令和５年６月２２日（木）の午後２時から午後５時１５

分まで及び同月２３日（金）の午前８時３０分から午前１

１時まで 

   (イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所  

    ａ 提出期間 前記(ア)に同じ。 

    ｂ 提出場所 前記⑴イに同じ。 

   (ウ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期限及び提

出先 

    ａ 提出期限 令和５年６月２１日（水）午後５時（必着） 

    ｂ 提出先  前記⑴イに同じ。 

 ⑹ 入札回数 

   入札回数は、２回限りとする。 

⑺ 開札の日時及び場所 

 ア 初度入札 

   (ア) 日時 令和５年６月２２日（木）午前１０時１９分 

   (イ) 場所 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

        広島市役所本庁舎１５階契約部入札室 

  イ 再度入札を実施する場合 

   (ア) 日時 令和５年６月２３日（金）午後１時１９分 

   (イ) 場所 前記ア(イ)に同じ。 

４ 落札者の決定 

  本件公告に示した調達物品を納入できると本市が判断した入札

者であって、規則第１５条及び第１６条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど

契約を締結しないときは、規則第２条の規定により競争入札参加

資格の取消しを行う。また、契約予定金額に対する入札保証金相

当額（５パーセント）の損害賠償金を請求する。 

⑶ 入札者に求められる義務 

この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事項

について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）を

令和５年６月８日（木）までに前記３⑴イの場所に提出しなけれ

ばならない。また、開札日の前日までの間において、本市から資

格確認申請書等に関し、説明を求められた場合、これに応じなけ

ればならない。詳細は、入札説明書による。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記２

⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置

を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなっ

た者がした入札 

  イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 

   エ 再度入札を実施する場合において、初度入札（無効となった

入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

  オ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札（外国事業

者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

  カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７

年広島市規則第１３２号）第７条第５項の規定に基づき入札書

を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時まで

に終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められ

なかったときにおける入札 

 ⑸ 契約保証金 

   要。ただし、規則第３１条第１号又は第３号に該当する場合は、

免除する。詳細は、入札説明書による。 

 ⑹ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑺ 入札の中止等 

   本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システム

の障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、事故の発生等

により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談

合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行する

ことができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止
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 することがある。 

   また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより

入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止する

ことがある。 

 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

   前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札

参加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑼ その他 

   詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

⑴ Nature and quantity of the products to be manufactured: 

1 Multi-Purpose Fire Fighting Vehicle with 13m Aerial  

Platform 

 ⑵ Delivery date: 

   By March 31, 2024 

 ⑶ Delivery place: 

   Facilities Division, Fire Services Bureau, 

   Hiroshima City Hall 

 ⑷ Time Limit for tender: 

   5:00 PM, Wednesday, June 21, 2023 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Commodities Contract Division, Contract Department, 

   Finance Bureau, The City of Hiroshima  

6-34 Kokutaiji-machi 1-chome, Naka-ku,  

Hiroshima City 730-8586 Japan 

   TEL 082-504-2083 

 

           入 札 公 告 

 

                     令和５年５月１１日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

                  広島市長 松 井 一 實 

 

１ 調達内容 

⑴ 購入等件名及び数量  

   指揮調査隊車 ８台 

 ⑵ 調達件名の特質等 

入札説明書及び仕様書による。 

⑶ 納入期限 

   令和６年２月２９日 

 ⑷ 納入場所 

   広島市消防局施設課 

⑸ 予定価格 

   １２４，６６６，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除

く。） 

⑹ 入札方法 

 ア 入札金額は、総価を記載すること。 

 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１

円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載すること。 

 ⑺ 入札区分 

   本件は、広島市電子入札システム（以下「電子入札システム」

という。）を利用して行う電子入札対象案件である。ただし、電

子入札システムにより難い場合は、入札説明書に定めるところに

より、所定の入札書の持参又は郵送（配達証明付書留郵便）によ

り入札することができる。 

   なお、電子入札システムに関する手続については、広島市電子

入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うも

のとし、これらに反する入札は無効とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以下

「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の売

買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサルティ

ングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類「物品

の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「０４－０１ 自動車」

に登録されている者であること。 

   なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札

に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記載の

上、添付書類を添えて提出すること。詳細は、入札説明書による。 

 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営

業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格

の取消しを受けていないこと。 

 ⑸ 次に掲げる事項を証明した者であること。 

  ア 納入しようとする物品が、入札説明書及び仕様書に定める特

質等を有すること。 

  イ 本市が必要とする物品を確実に納入できること。 

ウ 納入しようとする物品に係る迅速なアフターサービス及び

メンテナンスを本市の求めに応じて提供できること。 

  エ 納入しようとする物品が入札説明書及び仕様書に示した銘

柄以外であるときは、当該物品が例示物品と同等以上の機能及

び性能を有すること。 

 ⑹ その他は、入札説明書による。 

３ 契約条項を示す場所等 

 ⑴ 契約条項を示す場所 

   広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）の

トップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報

公開システム」の「一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・見

積り情報」→「物品 一般競争入札［ＷＴＯ］」からダウンロー

ドできる。ただし、これにより難い場合（ダウンロードできない

場合の書類を含む。）は、次により交付する。 
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  ア 交付期間 

    入札公告の日から令和５年６月２１日（水）までの日（広島

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 交付場所 

    〒７３０－８５８６ 

    広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

    広島市財政局契約部物品契約課 

    電話 ０８２－５０４－２０８３（直通） 

 ⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

   広島市のホームページ（前記⑴に記載のとおり。）からダウン

ロードできる。ただし、これにより難い場合は、前記⑴ア及びイ

により交付する。 

 ⑶ 契約条項、入札書、入札説明書等に関する問合せ先 

   前記⑴イに同じ。 

 ⑷ 仕様書に関する問合せ先 

   〒７３０－００５１ 

   広島市中区大手町五丁目２０番１２号 

   広島市消防局施設課 

   電話 ０８２－５４６－３４３２（直通） 

 ⑸ 入札書の提出方法 

  ア 電子入札システムを使用した入札書の送信により提出する

こと。ただし、電子入札システムにより難い場合は、紙による

入札書の持参又は郵送（配達証明付書留郵便）によることがで

きる。 

  イ 入札書の提出期間等 

   (ア) 電子入札システムによる場合の提出期間 

     令和５年６月２０日（火）の午前８時３０分から午後５時

１５分まで及び同月２１日（水）の午前８時３０分から午後

５時まで 

   (イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所  

    ａ 提出期間 前記(ア)に同じ。 

    ｂ 提出場所 前記⑴イに同じ。 

   (ウ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期限及び

提出先 

    ａ 提出期限 令和５年６月２１日（水）午後５時（必着） 

    ｂ 提出先  前記⑴イに同じ。 

 ⑹ 入札回数 

   入札回数は、１回限りとする。 

 ⑺ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 令和５年６月２２日（木）午前１０時２３分 

  イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

       広島市役所本庁舎１５階契約部入札室 

４ 落札者の決定 

  本件公告に示した調達物品を納入できると本市が判断した入札

者であって、規則第１５条及び第１６条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど

契約を締結しないときは、規則第２条の規定により競争入札参加

資格の取消しを行う。また、契約予定金額に対する入札保証金相

当額（５パーセント）の損害賠償金を請求する。 

 ⑶ 入札者に求められる義務 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事項

について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）を

令和５年６月８日（木）までに前記３⑴イの場所に提出しなけれ

ばならない。また、開札日の前日までの間において、本市から資

格確認申請書等に関し、説明を求められた場合、これに応じなけ

ればならない。詳細は、入札説明書による。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記２

⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置

を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなっ

た者がした入札 

  イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 

  エ 前記１⑸の予定価格を上回る額の入札 

  オ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札（外国事業

者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

  カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７

年広島市規則第１３２号）第７条第５項の規定に基づき入札書

を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時まで

に終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められ

なかったときにおける入札 

 ⑸ 契約保証金 

   要。ただし、規則第３１条第１号又は第３号に該当する場合は、

免除する。詳細は、入札説明書による。 

 ⑹ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑺ 入札の中止等 

   本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システム

の障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、事故の発生等

により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合

や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行するこ

とができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止す

ることがある。 

   また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより

入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止する

ことがある。 

 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

   前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参

加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑼ その他 

   詳細は、入札説明書による。 
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 ６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be manufactured: 

   8 Fire command & investigation cars 

 ⑵ Delivery date: 

   By February 29, 2024 

 ⑶ Delivery place: 

   Facilities Division, Fire Services Bureau, 

   Hiroshima City Hall 

 ⑷ Time Limit for tender: 

   5:00 PM, Wednesday, June 21, 2023 

 ⑸ Contact information for the notice: 

   Commodities Contract Division, Contract Department,  

   Finance Bureau, The City of Hiroshima  

   6-34 Kokutaiji-machi 1-chome, Naka-ku,  

Hiroshima City 730-8586 Japan 

   TEL 082-504-2083 

 

           入 札 公 告 

 

                     令和５年５月１１日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

                  広島市長 松 井 一 實 

 

１ 調達内容 

⑴ 購入等件名及び数量 

   移動式消防訓練ハウス ３棟 

 ⑵ 調達件名の特質等 

入札説明書及び仕様書による。 

⑶ 納入期限 

   令和６年３月２２日 

 ⑷ 納入場所 

   広島市消防局西風新都消防訓練場内指定場所 

⑸ 入札方法 

 ア 入札金額は、総価を記載すること。 

 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１

円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載すること。 

⑹ 入札区分 

  本件は、広島市電子入札システム（以下「電子入札システム」

という。）を利用して行う電子入札対象案件である。ただし、電

子入札システムにより難い場合は、入札説明書に定めるところに

より、所定の入札書の持参又は郵送（配達証明付書留郵便）し、

入札することができる。 

  なお、電子入札システムに関する手続については、広島市電子

入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うも

のとし、これらに反する入札は無効とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以下

「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の売

買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサルティ

ングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類「物品

の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「０３－０７ 消防機

械器具」に登録されている者であること。 

   なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入

札に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記

載の上、添付書類を添えて提出すること。詳細は、入札説明書

による。 

 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営

業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格

の取消しを受けていないこと。 

 ⑸ 次に掲げる事項を証明した者であること。 

  ア 納入しようとする物品が、入札説明書及び仕様書に定める特

質等を有すること。 

  イ 本市が必要とする物品を確実に納入できること。 

ウ 納入しようとする物品に係る迅速なアフターサービス及び

メンテナンスを本市の求めに応じて提供できること。 

エ 納入しようとする物品が入札説明書及び仕様書に示した銘

柄以外であるときは、当該物品が例示物品と同等以上の機能及

び性能を有すること。 

 ⑹ その他は、入札説明書による。 

３ 契約条項を示す場所等 

 ⑴ 契約条項を示す場所 

広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）の

トップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報

公開システム」の「一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・見

積り情報」→「物品 一般競争入札［ＷＴＯ］」からダウンロー

ドできる。ただし、これにより難い場合（ダウンロードできない

場合の書類を含む。）は、次により交付する。 

  ア 交付期間 

    入札公告の日から令和５年６月２１日（水）までの日（広島

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 交付場所 

    〒７３０－８５８６ 

    広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

    広島市財政局契約部物品契約課 

    電話 ０８２－５０４－２０８３（直通） 

 ⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

   広島市のホームページ（前記⑴に記載のとおり。）からダウン

ロードできる。ただし、これにより難い場合は、前記⑴ア及びイ

により交付する。 

 ⑶ 契約条項、入札書、入札説明書等に関する問合せ先 
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   前記⑴イに同じ。 

 ⑷ 仕様書に関する問合せ先 

     〒７３０－００５１ 

   広島市中区大手町五丁目２０番１２号 

広島市消防局警防部警防課 

電話 ０８２－５４６－３４５２（直通） 

 ⑸ 入札書の提出方法 

  ア 電子入札システムを使用した入札書の送信により提出する

こと。ただし、電子入札システムにより難い場合は、紙による

入札書の持参又は郵送（配達証明付書留郵便）によることがで

きる。 

  イ 入札書の提出期間等 

   (ア) 電子入札システムによる場合の提出期間 

    ａ 初度入札 

      令和５年６月２０日（火）の午前８時３０分から午後５

時１５分まで及び同月２１日（水）の午前８時３０分から

午後５時まで 

    ｂ 再度入札を実施する場合 

      令和５年６月２２日（木）の午後２時から午後５時１５

分まで及び同月２３日（金）の午前８時３０分から午前１

１時まで 

   (イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所  

    ａ 提出期間 前記(ア)に同じ。 

    ｂ 提出場所 前記⑴イに同じ。 

   (ウ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期限及び提

出先 

    ａ 提出期限 令和５年６月２１日（水）午後５時（必着） 

    ｂ 提出先  前記⑴イに同じ。 

 ⑹ 入札回数 

   入札回数は、２回限りとする。 

 ⑺ 開札の日時及び場所 

  ア 初度入札 

   (ア) 日時 令和５年６月２２日（木）午前１０時３０分 

   (イ) 場所 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

        広島市役所本庁舎１５階契約部入札室 

 イ 再度入札を実施する場合 

   (ア) 日時 令和５年６月２３日（金）午後１時２６分 

   (イ) 場所 前記ア(イ)に同じ。 

４ 落札者の決定 

  本件公告に示した調達物品を納入できると本市が判断した入札

者であって、規則第１５条及び第１６条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど

契約を締結しないときは、規則第２条の規定により競争入札参加

資格の取消しを行う。また、契約予定金額に対する入札保証金相

当額（５パーセント）の損害賠償金を請求する。 

 ⑶ 入札者に求められる義務 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事項

について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）を

令和５年６月８日（木）までに前記３⑴イの場所に提出しなけれ

ばならない。また、開札日の前日までの間において、本市から資

格確認申請書等に関し、説明を求められた場合、これに応じなけ

ればならない。詳細は、入札説明書による。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記２

⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置

を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなっ

た者がした入札 

  イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 

  エ 再度入札を実施する場合において、初度入札（無効となった

入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

  オ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札（外国事業

者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

  カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７

年広島市規則第１３２号）第７条第５項の規定に基づき入札書

を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時まで

に終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められ

なかったときにおける入札 

 ⑸ 契約保証金 

   要。ただし、規則第３１条第１号又は第３号に該当する場合は、

免除する。詳細は、入札説明書による。 

 ⑹ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑺ 入札の中止等 

   本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システム

の障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、事故の発生等

により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談

合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行する

ことができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止

することがある。 

   また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより

入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止する

ことがある。 

 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

   前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札

参加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑼ その他 

   詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

⑴ Nature and quantity of the products to be manufactured: 

3 Mobile fire-practice houses 

 ⑵ Delivery date: 
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    By March 22, 2024  

 ⑶ Delivery place: 

   Seifushinto Fire-practice ground, Fire Services Bureau, 

   Hiroshima City Hall 

 ⑷ Time Limit for tender: 

   5:00 PM, Wednesday, June 21, 2023 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Commodities Contract Division,  

   Contract Department Finance Bureau, 

   The City of Hiroshima  

6-34 Kokutaiji-machi 1-chome, Naka-ku,  

Hiroshima City 730-8586 Japan 

   TEL 082-504-2083 

 

入 札 公 告 

 

                     令和５年５月１１日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

                  広島市長 松 井 一 實 

 

１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   救急用資器材 ９セット 

 ⑵ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 納入期限 

   令和６年３月２９日 

 ⑷ 納入場所 

   広島市消防局警防部救急課 

 ⑸ 入札方法 

  ア 入札金額は、総価を記載すること。 

  イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１

円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載すること。 

 ⑹ 入札区分 

   本件は、広島市電子入札システム（以下「電子入札システム」

という。）を利用して行う電子入札対象案件である。ただし、電

子入札システムにより難い場合は、入札説明書に定めるところに

より、所定の入札書の持参又は郵送（配達証明付書留郵便）によ

り入札することができる。 

   なお、電子入札システムに関する手続については、広島市電子

入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うも

のとし、これらに反する入札は無効とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以下

「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の売

買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサルティ

ングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類「物品

の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「０３－０１ 医療用

機械器具」に登録されている者であること。 

   なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札

に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記載の

上、添付書類を添えて提出すること。詳細は、入札説明書による。 

 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営

業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格

の取消しを受けていないこと。 

 ⑸ 次に掲げる事項を証明した者であること。 

  ア 納入しようとする物品が、入札説明書及び仕様書に定める特

質等を有すること。 

  イ 本市が必要とする物品を確実に納入できること。 

  ウ 納入しようとする物品に係る迅速なアフターサービス及び

メンテナンスを本市の求めに応じて提供できること。 

  エ 納入しようとする物品が入札説明書及び仕様書に示した銘

柄以外であるときは、当該物品が例示物品と同等以上の機能及

び性能を有すること。 

 ⑹ その他は、入札説明書による。 

３ 契約条項を示す場所等 

 ⑴ 契約条項を示す場所 

   広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）の

トップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報

公開システム」の「一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・見

積り情報」→「物品 一般競争入札［ＷＴＯ］」からダウンロー

ドできる。ただし、これにより難い場合（ダウンロードできない

場合の書類を含む。）は、次により交付する。 

  ア 交付期間 

    入札公告の日から令和５年６月２１日（水）までの日（広島

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 交付場所 

    〒７３０－８５８６ 

    広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

    広島市財政局契約部物品契約課 

    電話 ０８２－５０４－２０８３（直通） 

 ⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

   広島市のホームページ（前記⑴に記載のとおり。）からダウン

ロードできる。ただし、これにより難い場合は、前記⑴ア及びイ

により交付する。 

 ⑶ 契約条項、入札書、入札説明書等に関する問合せ先 

   前記⑴イに同じ。 

 ⑷ 仕様書に関する問合せ先 

   〒７３０－００５１ 

   広島市中区大手町五丁目２０番１２号 
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   広島市消防局警防部救急課 

   電話 ０８２－５４６－３４６１（直通） 

 ⑸ 入札書の提出方法 

  ア 電子入札システムを使用した入札書の送信により提出する

こと。ただし、電子入札システムにより難い場合は、紙による

入札書の持参又は郵送（配達証明付書留郵便）によることがで

きる。 

  イ 入札書の提出期間等 

   (ア) 電子入札システムによる場合の提出期間 

    ａ 初度入札 

      令和５年６月２０日（火）の午前８時３０分から午後５

時１５分まで及び同月２１日（水）の午前８時３０分から

午後５時まで 

    ｂ 再度入札を実施する場合 

      令和５年６月２２日（木）の午後２時から午後５時１５

分まで及び同月２３日（金）の午前８時３０分から午前１

１時まで 

   (イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所  

    ａ 提出期間 前記(ア)に同じ。 

    ｂ 提出場所 前記⑴イに同じ。 

   (ウ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期限及び提

出先 

    ａ 提出期限 令和５年６月２１日（水）午後５時（必着） 

    ｂ 提出先  前記⑴イに同じ。 

 ⑹ 入札回数 

   入札回数は、２回限りとする。 

 ⑺ 開札の日時及び場所 

  ア 初度入札 

   (ア)  日時 令和５年６月２２日（木）午前１０時２７分 

   (イ) 場所 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

        広島市役所本庁舎１５階契約部入札室 

  イ 再度入札を実施する場合 

   (ア) 日時 令和５年６月２３日（金）午後１時２３分 

   (イ) 場所 前記ア(イ)に同じ。 

４ 落札者の決定 

  本件公告に示した調達物品を納入できると本市が判断した入札

者であって、規則第１５条及び第１６条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど

契約を締結しないときは、規則第２条の規定により競争入札参加

資格の取消しを行う。また、契約予定金額に対する入札保証金相

当額（５パーセント）の損害賠償金を請求する。 

 ⑶ 入札者に求められる義務 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事項

について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）を

令和５年６月８日（木）までに前記３⑴イの場所に提出しなけれ

ばならない。また、開札日の前日までの間において、本市から資

格確認申請書等に関し、説明を求められた場合、これに応じなけ

ればならない。詳細は、入札説明書による。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記２

⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置

を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなった

者がした入札 

  イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 

  エ 再度入札を実施する場合において、初度入札（無効となった

入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

  オ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札（外国事業

者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

  カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７

年広島市規則第１３２号）第７条第５項の規定に基づき入札書

を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時まで

に終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められ

なかったときにおける入札 

 ⑸ 契約保証金 

   要。ただし、規則第３１条第１号又は第３号に該当する場合は、

免除する。詳細は、入札説明書による。 

 ⑹ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑺ 広島市議会の議決の要否 

   要 

 ⑻ 入札の中止等 

   本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システム

の障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、事故の発生等

により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談

合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行する

ことができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止

することがある。 

   また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより

入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止する

ことがある。 

 ⑼ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

   前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参

加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑽ その他 

   詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

   Emergency medical supplies and equipment: 9 sets  

 ⑵ Delivery date: 

   By March 29, 2024 

 ⑶ Delivery place: 



令和５年５月１１日                広   島   市   報           調達号外第６８８号 －１１－ 

  

    Ambulance Services Division, Emergency Preparedness  

   Department, Fire Services Bureau, Hiroshima City 

 ⑷ Time Limit for tender: 

   5:00 PM, Wednesday, June 21,2023 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Commodities Contract Division, Contract Department,  

   Finance Bureau, The City of Hiroshima  

   6-34 Kokutaiji-machi 1-chome, Naka-ku,  

   Hiroshima City 730-8586 Japan 

   TEL 082-504-2083 

 

落 札 等 

 

落札者等の公告 

 

                     令和５年５月１１日 

 

 次のとおり落札者等について公告します。 

 

                  広島市長 松 井 一 實 

 

 ［掲載順序］ 

  ①契約担当部局の名称及び所在地 ②調達件名及び数量 ③調

達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日（随意契約の場合は契約日） 

   ⑥落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所 ⑦落札

価格（随意契約の場合は契約価格） ⑧入札公告日 ⑨随意契約

の場合はその理由 ⑩指名業者名（指名競争入札の場合） ⑪

落札方式 ⑫予定価格（予定価格を落札決定後に公表する場合） 

   ⑬調査基準価格（調査基準価格を落札決定後に公表する場合） 

 

○ ①広島市環境局施設部中工場（広島市中区南吉島一丁目５番１号） 

   ②広島市中工場ほか１施設で発生する余剰電力の売却及び広

島市中工場ほか４施設で使用する電力の調達の一括契約 ア 広 

島市中工場ほか１施設で発生する余剰電力 (ア) 再生可能エネ

ルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年法律第

１０８号）第１７条第１項第２号に定める方法による再生可能エ

ネルギー電気の供給（以下「卸供給制度」という。）を希望する

場合 予定余剰電力量 ６４，４６７，３２６ｋＷｈ（１年間）  

(イ) 卸供給制度の利用を希望しない場合 予定余剰電力量 

２４，３９９，３６４ｋＷｈ（１年間） イ 広島市中工場ほか

４施設で使用する電力 予定使用電力量 ４，７７１，８４０ｋ

Ｗｈ（１年間） ③購入等 ④随意 ⑤５．３．１０ ⑥ミツウ

ロコグリーンエネルギー㈱（東京都中央区日本橋二丁目１１番２

号） ⑦２６５，７５７，７９８円 ⑧４．１２．１５ ⑨地方

自治法施行令第１６７条の２第１項第８号 

 

落札者等の公告 

 

                     令和５年５月１１日 

 

 次のとおり落札者等について公告します。 

 

                 広島市水道事業管理者 

                 広島市水道局長 村上 裕之 

 

 ［掲載順序］ 

  ①契約担当部局の名称及び所在地 ②調達件名及び数量 ③調

達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日（随意契約の場合は契約日） 

   ⑥落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所 ⑦落札

価格（随意契約の場合は契約価格） ⑧入札公告日 ⑨随意契約

の場合はその理由 ⑩指名業者名（指名競争入札の場合） ⑪

落札方式 ⑫予定価格（予定価格を落札決定後に公表する場合） 

   ⑬調査基準価格（調査基準価格を落札決定後に公表する場合） 

 

○ ①広島市水道局財務課（広島市中区基町９番３２号） ②広島市

水道局牛田浄水場で使用する電気 予定使用電力量 ４，６１８，

４４６ｋＷｈ（１年間） ③購入等 ④随意 ⑤５．３．２２ ⑥

中国電力㈱（広島市中区小町４番３３号） ⑦１４７，１６５，

６２０円 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める政令第１１条第１項第１号 

 

○ ①広島市水道局財務課（広島市中区基町９番３２号） ②広島市

水道局高陽浄水場で使用する電気 予定使用電力量 ２，２９４，

１８０ｋＷｈ（１年間） ③購入等 ④随意 ⑤５．３．２２ ⑥

中国電力㈱（広島市中区小町４番３３号） ⑦８０，８３４，１

８８円 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第１１条第１項第１号 

 

○ ①広島市水道局財務課（広島市中区基町９番３２号） ②広島市

水道局高陽取水場で使用する電気 予定使用電力量 ２８，７７

７，０８５ｋＷｈ（１年間） ③購入等 ④随意 ⑤５．３．２

２ ⑥中国電力㈱（広島市中区小町４番３３号） ⑦８４７，７

６１，５４０円 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手

続の特例を定める政令第１１条第１項第１号 

 

○ ①広島市水道局財務課（広島市中区基町９番３２号） ②広島市

水道局緑井浄水場で使用する電気 予定使用電力量 １，４４２，

８６５ｋＷｈ（１年間） ③購入等 ④随意 ⑤５．３．２３ ⑥

中国電力㈱（広島市中区小町４番３３号） ⑦４９，４６５，４

７６円 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第１１条第１項第１号 

 

○ ①広島市水道局財務課（広島市中区基町９番３２号） ②広島市

水道局毘沙門台第二ポンプ所ほか７施設で使用する電気 予定

使用電力量 １，３７６，４２４ｋＷｈ（１年間） ③購入等 ④

随意 ⑤５．３．２３ ⑥中国電力㈱（広島市中区小町４番３３

号） ⑦５３，３３０，１４６円 ⑨地方公共団体の物品等又は

特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号 

 

 

 


